
 

 

 

九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合基本計画（令和 6 年 12 月策定）の概要について 

１ 統合の概要 

（１）基本方針 ・経営基盤を強化し課題に適切に対応 

        ・財政措置を活用して料金上昇を抑制 

        ・将来にわたる地域への安定給水維持 

（２）統合の時期 令和 8年 4月１日 

（３）計画期間  令和 8年度～27 年度までの 20 年間 

４ 統合基本計画における取組と効果 

（４）統合の形態   九十九里・南房総地域の水道用水供

給事業を事業統合した水道用水供

給事業を県企業局が経営 

※企業局の他事業と認可・会計を別とする。 

「統合効果を生かし、将来にわたる安定給水の確保を目指す」 
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県企業局 県企業局 

九十九里地域水道企業団 

南房総広域水道企業団 

事業統合 

九十九里地域水道企業団 

供給開始：昭和 52 年 7 月 

末端給水事業体：八匝水道企業団、山武郡市広域水道企

業団、長生郡市広域市町村圏組合 

構成市町村：東金市、茂原市、匝瑳市、山武市、大網白

里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生

村、白子町、長柄町、長南町 

南房総広域水道企業団 
供給開始：平成 8 年 10 月 

末端給水事業体：勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、 

大多喜町、御宿町、鋸南町、三芳水道企業団 

構成市町：いすみ市、南房総市、館山市、勝浦市、 鴨川

市、大多喜町、御宿町、鋸南町 

（５）概況 

２ 統合後の組織・運営体制 

（１）組織 

 ・円滑な事業運営のため県企業局に部を新設し、「事業の総合調整、企画、経営管理等」及び  

「大規模施設の更新や施設の維持・運転管理の総括等」を担う２課を設置 

 ・地域において施設の更新や維持・運転管理等を行うため２事務所を設置 

 ・人事、予算、経理などの管理部門は、県企業局の管理部に集約 

（２）維持管理 

 ・統合後の浄水場等の維持管理体制は現行体制の継続を基本とする。 

現在の企業団の庁舎に置く 
企業局新庁舎に置く 

３ 統合後の水需要予測 
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統合後 20 年間で約 15%減少 

課題 取組・措置 効果 

施設 老朽化が進む施設と

耐震性を欠く施設 

 

 

施設整備計画に基づき計画的に整備 

◎総事業費 約 765 億円 

九十九里地域：約 577 億円 

南房総地域 ：約 188 億円 

◎主な内容 

老朽化対策：約 605 億円 

（浄水場の電気・機械設備の更新等） 

耐震化：約 160 億円 

（浄水施設、管路（連絡管含む）） 
※その他、施設の余剰能力の有効活用や 

将来的なダウンサイジングを検討 

・耐震化率の向上 

 施設 

九十九里 55.4% 

⇒88.1% 
南房総 耐震化済 

 

 管路 
九十九里 78.3% 

⇒100％ 

南房総 95.0% 

⇒97.5% 

・計画的な更新により

施設が健全な状態

に保たれ、耐震化率

の向上による断水

発生リスクを低減 

組織 施設の更新を担う 

技術職員の不足 

・県による技術職員の一括採用 

・県営水道のノウハウ共有 

・大規模事業等の業務を本局に集約 

・技術職員や技術力の
確保 

・施設整備計画の着実
な実施 

財務 急激な収支悪化と 

料金上昇の見通し 

財政収支計画に基づき健全経営を維持 
◎基本的な考え方 

・5 年ごとに収支見通しを見直し、収支 
状況に応じて料金改定を検討 

・統合後 10 年間は地域別に区分して経理
し、11 年目に統一 

◎統合に伴う財政措置 
・施設整備に国交付金を最大限活用 

（約 42 億円） 
・県・市町村による財政措置 

（約 22 億円/年、統合後 10 年間） 

・収益性を改善した 

健全経営の維持 

・統合しない場合と 

比 べ た 水 道 用 水 

供給料金の上昇幅

の抑制（約 44 億円

/10 年間） 

 

※南房総地域では、末端給水事業体が自己水源から受水へ転換することを計画しているため、 

 九十九里地域と比較して水需要の減少が緩やかとなっている。 


